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1. 利用の流れ

1-1 利用照会から開催までの流れ

利用照会

施設の利用照会については、営業部までお問合せください。なお、利用規模及び
日数に応じて、施設の利用の予約及び利用許可申請の受付開始日が異なります。
別紙「愛知県国際展示場　利用予約及び利用許可申請の受付開始日」をご確認
ください。

▼
利用内容の予約

利用予約の申込・
承認（ご希望の場合）

催事内容及び空き状況等を踏まえた当社からの利用予約の承認メールにより、
予約が成立します。

利用許可申請書受理日の翌日から起算して、原則 14 日以内に可否を
ご連絡します。また、利用を許可する場合は、利用許可書を発行致します。

利用予約を行った場合は、利用予約の成立後から14日以内に利用許可申請書を
ご提出ください。14日以内に利用許可申請書のご提出がなければ、利用予約は
失効します。

▼

利用許可書の発行

利用許可申請書の提出

▼

施設利用料金の支払い お支払いスケジュールは「2-2 施設利用料金の支払い」をご参照ください。

利用計画の打ち合わせ、各種附属設備申込　電気、空調等

▼

最終利用計画の打ち合わせ

▼

関係機関への届出
・消防署（催物開催届）
・警察署（催物開催届）

・保健所（飲食行為がある場合）
その他各種届出については P.11 をご参照ください。

▼

開催

▼

事後精算 空調その他の附属設備、電気、水道利用料金等

▼
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本施設全体概要

所在地：愛知県常滑市セントレア５丁目１０番１号
施設の概要は以下のウェブページからもご覧いただくことができます。
https://www.aichiskyexpo.com/organizers/
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（1） 当社へのお問合せ
利用をご検討の方は、下記(4)に記載の申請先（当社営業部）へ、お問合せください。
利用許可申請に必要なフォームの送付及び手続きに関するご説明をさせて頂きます。
また、その際には、利用者の情報及び利用計画等ご利用内容の詳細、その後の手続きを進めさせていただくために
必要な情報をお伺い致しますので、ご準備の上お問合せくださいますようお願い申し上げます。なお、必要に応じ、別日
を設けて利用計画等のご質問をさせて頂きますので、ご了承ください。

（2） 利用予約・利用許可申請
( i ) 利用予約
上記(1)にてお伺いした情報を踏まえ、ご希望の日程に施設の空きがある場合（優先する利用予約が存在しないことを
含みます。）には、利用予約を行うことが可能です。
利用予約を行った場合、利用予約の成立時から14日以内に利用許可申請を行うことを条件として、その後に成立又は
受領した他の競合する利用予約（もしあれば）又は利用予約なく行われた利用許可申請よりも優先して審査を行います。
利用予約は、お電話、Fax又は個別にお送りするメールアドレス宛のメールに利用予約を希望する旨明示頂くことを以て
受け付けられ、当社から当該利用予約を承認した旨のFax又はメールを発信したことを以て成立致します。利用予約の
成立から14日以内に当該利用予約に係る利用許可申請が行われなかった場合には、利用予約の効力は失われます。

なお、利用予約は、以下に従うものとします。
・利用計画に必要な範囲を超えて行うことはできません。
・同じ催物のために複数の利用予約を行うことはできません。
・利用予約の成立後、利用許可申請を行うことなく利用予約の効力が失われた場合、当社は、以後、当該利用希望

者の利用予約を承認しないことができます。
・上記(1)にてお伺いした情報を踏まえ、1-3-1に記載の利用の不許可事由に該当すると当社が判断した場合には、当社

は、当該利用予約を承認しないことができます。

( ii ) 利用許可申請
上記（1）に従いお送りする「利用許可申請書」のフォーマットに必要事項を記入の上、催事開催における誓約書と一緒に
提出してください。利用許可申請書の内容を確認のうえ、利用許可申請が承認された場合には、「利用許可書」を発行します。
なお、施設の利用許可は、関係法令、愛知県国際展示場条例（以下「条例」という。）、愛知県国際展示場管理規則（以下

「規則」という。）、条例・規則に基づく指示その他の利用者が遵守しなければならない展示場の利用に関する定め（以下
「関係法令等」という。）に従って頂くことが条件となります。

（3） 受付開始日
希望する利用規模及び日数に応じて、施設の利用予約及び利用許可申請の受付開始日が異なります。詳しくは、別紙

「愛知県国際展示場　利用予約及び利用許可申請の受付開始日」をご確認ください。なお、受付開始日以前の利用予約
及び利用許可申請については、当社は受付を致しません。

（4） 申請先
愛知国際会議展示場株式会社　営業部
電話　0569-38-2364
Fax　  0569-38-2371
住所　愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

（5） 問い合わせ・申請受付時間
月曜～金曜（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

1-2 利用許可申請手続と利用許可
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次の事項のいずれかに該当する場合は、当社は利用を許可しません。

（1）愛知県国際展示場条例第一条に定める本施設の設置目的に反すると認められるとき。

（2）公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

（3）暴力団の利益になると認められるとき。

（4）本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがあると認められるとき。

（5）当社の指定した期日（利用規約に従い期日を変更した場合は、変更後の日）までに施設利用料金の支払いの見込み
がないと認められるとき。

（6）施設の他の利用者の利用を不当に妨げるおそれがあると認められるとき。

（7）施設を損傷、滅失、亡失（以下「損傷等」という。）するおそれがあると認められるとき。

（8）利用を希望する日時について、災害その他不可抗力により、施設の利用ができないおそれがあると認められるとき、
又は、利用を希望する日時について、国、愛知県その他の行政機関から当社に施設の使用中止の要請、催物の開催
中止の要請その他の営業の自粛要請がなされていると想定されるとき。

（9）災害の発生により、利用を希望する日時について、施設が愛知県から避難所に指定されていると想定されるとき。

（10）利用を希望する日時について、利用を希望する施設が不足するとき。

（11）行政機関等による要請等に従わないこと、行政機関等が公表しているガイドライン等を遵守しないこと等により、
安全な催事の実施若しくは来場者の健康・安全の確保に支障がある又は周辺地域の安全・環境を害するおそれが
あると認められるとき。

（12）その他本施設の管理運営上支障があると認められるとき。

* 愛知県国際展示場条例
（設置）
第一条　産業、文化及びスポーツの振興を図るとともに、国際化の推進及び地域経済の発展に資するため、愛知県
国際展示場（以下「展示場」という。）を常滑市に設置する。

1-3-1 利用の不許可

1-3  利用の制限
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次の事項のいずれかに該当する場合は、当社は、利用許可を取消しさせていただきます。

（1）利用の不許可の各号（（8）、（9）及び（12）を除く）に該当すると認められるとき。

（2）利用許可申請書等に虚偽の記載があったとき又は許可した利用の目的及び内容と異なる利用をするものと認められ
るとき。

（3）利用条件に反し、又は関係法令等を遵守しなかったものと認められるとき。

（4）当社の指定した期日（利用規約に従い期日を変更した場合は、変更後の日）までに施設利用料金を支払わないとき
又は支払いの見込みがないと認められるとき。

（5）施設の利用権の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は転貸したと認められるとき。

（6）災害その他不可抗力により、施設の利用ができなくなったとき、又は、国、愛知県その他の行政機関から当社に施
設の使用中止の要請、催物の開催中止の要請その他の営業の自粛要請があったとき。

（7）災害の発生により、施設が愛知県から避難所に指定されたとき。

（8）本施設の管理運営上やむを得ない事由が発生したと認められるとき。

なお、利用許可が取り消された場合の施設利用料金の取扱いについては、2-2「施設利用料金の支払い」をご参照ください。

1-3-2 利用許可の取消し

（1）変更の申請
利用許可後、利用許可書に記載の内容を変更するときは、利用許可変更申請書を提出ください。但し、利用内容の
減少に関する変更については、利用開始日の 3 か月以上前に行う必要があります。また、利用許可がなされていた
利用内容のうち 20%に相当する利用内容の減少を超えて、利用内容の減少を内容とする利用許可変更申請書の提出は
認められません。
当社にて申請内容を確認のうえ、これが承認された場合には、「利用変更許可書」を発行します。利用変更許可書
の発行を以て、変更手続きが完了します。

（2）中止の申請
利用許可書に記載した施設の利用を全て中止するときは、利用中止承認申請書及び発行済の利用許可書をご提出く
ださい。当社にて申請内容を確認のうえ、これが承認された場合には、「利用中止承認書」を発行します。利用中
止承認書の発行を以て中止手続が完了します。

（3）変更・中止による施設利用料金の取扱
利用許可後、施設の利用を変更又は中止した場合には、施設利用料金は 2-2「施設利用料金の支払い」の定めに従っ
て取扱います。なお、利用の変更により施設の利用内容に増加が発生した場合は、施設利用料金の請求を行います。
詳しくは、2-2「施設利用料金の支払い」をご参照ください。

1-4 利用の変更・中止

1-5 利用権譲渡の禁止
利用者は、施設の利用権の全部又は一部を第三者に譲渡・転貸することはできません。
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2 施設利用料金の支払い

2-1 施設利用料金

「Aichi Sky Expo 料金表」をご参照ください。

2-2 施設利用料金の支払い

（1）施設利用料金の支払い
施設利用料金は前納とし、下記によりお支払いください。支払期限毎に、当社から請求書を発行しますので、指定期日
までに指定金融機関にお振込ください。なお、振込手数料は利用者負担となりますので、ご了承ください。
ご利用開始日の１８か月より前の利用許可書発行時：施設利用料金５％
ご利用開始日の１８か月前までに：施設利用料金の１０％
ご利用開始日の１２か月前までに：施設利用料金の３０％
ご利用開始日の６か月前までに：施設利用料金の５０％
ご利用開始日の３か月前までに：施設利用料金の１００％

注意事項
※１ 施設利用料金の支払いについて、「2-2 施設利用料金の支払い」に定める支払期日ごとの支払金額のとおりに支払われ

ていない場合において、利用の中止又は変更（1-4 利用の変更・中止（1）に記載されている利用範囲の変更を除く。）
がなされたときは、やむを得ない事由によるものと当社が認めた場合を除き、利用者は、その時点で支払われている
施設利用料金の金額にかかわらず、「2-2 施設利用料金の支払い」に定める支払期日ごとの支払金額（変更の場合にあっ
ては、「2-2 施設利用料金の支払い」に定める支払期日ごとの支払金額と変更後の施設利用料金の金額との差額）を
キャンセル料として当社が指定する日までに支払わなければならないものとします（既に支払われている金額が、「2-2 
施設利用料金の支払い」に定める支払期日ごとの支払金額を上回る場合には、当該上回る金額から振込手数料を差
し引いた金額を返金します。）。２０２１年８月３１日までに利用許可された催事と取扱いが異なっておりますので、ご注
意ください。２０２１年８月３１日までに利用許可された催事及び利用規約の改正（２０２２年５月１日）の前に利
用許可された催事については、別途お問合せ下さい。

※２ 施設利用料金全額を上記支払期日に前倒しして一括支払い又は二分割支払いによりお支払いいただくことができます。
ご要望の場合は、当社までお問い合わせください。

※３ 上記にかかわらず、施設利用料金が 800,000 円以下のご利用は全て、利用許可書発行時 1 回払いとなります。

※４ 初回（利用許可書発行時）の支払期限は、当社による利用許可書発行日の 10 日後となります。利用許可書とともに請求
書を発行致しますので、当該請求書に基づきお支払いをお願い致します。

※５ ご利用開始の 1 か月以内に利用許可申請がなされた場合は、利用許可書発行日から起算して 5 日以内（但し、利用
開始日の前日まで）に施設利用料金の 100% をお支払いください。

※６ 上記にかかわらず、利用許可申請を行った者又はその財産に対する強制執行、仮処分又は倒産手続等の開始申立てが
行われた場合その他上記指定期日における施設利用料金の支払いの見込みがない場合には、当社はその裁量により、
施設利用料金の支払期日を早めることができるものとします。
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2-3 事後精算

施設の利用終了後、利用期間中に使用した電気、水道、ガスの利用料金及び空調その他の附属設備の利用料金を請求
します。請求書発行日の翌月末までに納入してください。なお、利用許可に定められた利用期間を超えて本施設を利用
した場合における超過料金については、5 原状復旧をご参照ください。

（2）利用の変更により施設の利用内容に増加が生じた場合
利用の変更により施設の利用内容に増加が発生した場合、施設利用料金の増加分について、上記 (1) の内容が適用
されます（この場合、「利用許可書発行」は「利用変更許可書発行」に、「利用許可申請」は「利用許可変更申請」
と読み替えて適用されます。）。
利用変更許可書発行時の支払期限は、原則として、利用変更許可書発行日の 10 日後となります（但し、当社の都合
により、下記 2-3 に定める事後精算時におけるお支払いとさせて頂くことがございます。）。利用変更許可書ととも
に請求書を発行致しますので、当該請求書に基づきお支払いをお願い致します。

（3）利用の変更により施設の利用内容の減少が生じた場合又は利用の中止・取消しの場合
利用の変更により施設の利用内容の減少を希望する場合、上記 1-4 第 (1) 号に記載のとおり利用開始日の 3 ヶ月以上
前に適式な利用許可変更申請書を提出し利用変更許可書が発行された場合に限り、利用変更許可書に記載の限度で
同一の利用について一度に限り利用許可がなされていた利用内容のうち最大 20％に相当する利用の減少が認められ
ます。当該減少部分に相当する施設利用料金が未払いの場合、利用者は、当該減少部分の支払を要しないものとし、
また、支払済みの場合には、減少した利用内容に応じて返金を致します（振込手数料は、利用者の負担とします。）。
利用の中止の場合、当社は既納の施設利用料金相当額をキャンセル料としていただき、原則としてこれを返還いたし
ません。
利用許可が取り消された場合、当該利用許可の取り消しが 1-3-2 第 (7) 号のみを理由とする場合又は当該利用許可
の取り消しについて当社に過失がある場合を除き、当社は既納の施設利用料金を原則として返還いたしません。 
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5-2 損害賠償及び免責

（1） 利用者は、故意又は過失によって施設に損傷等をもたらした場合は、その損害を賠償しなければなりません。

（2） 利用者は、故意又は過失によって当社又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければなりません。

（3） 施設の利用の変更若しくは中止又は許可の取消しが利用者の故意又は過失による場合であって、当社に生じた損害が
既納の施設利用料金相当額を上回る場合には、当該超過金額について賠償をして頂きます。

3-2-1 損害賠償

3 運営管理責任

（1） 利用者は常に善良な管理者の注意をもって利用するものとし、全て利用者の責任において施設を利用してください。
また、利用が終了したときは、施設を原状に回復してください。

（2） 施設を利用するにあたっては、関係法令等に定められた全ての事項を遵守するとともに、関係業者・来場者等にもこれを
周知徹底して安全な催物の運営・管理を行ってください。

（3） 催物によっては、警察、空港、高速道路又は鉄道会社等との連携が必要な場合があります。「施設利用方法」及び具体的な
利用計画を踏まえた当社の指示に従うとともに、利用者の責任において、関係各所との連携を行ってください。なお、
その他法令に基づく申請・届出については「6 関係官公署への届出及び関係機関連絡先一覧」をご参照ください。

「施設利用方法」等は、当社ホームページにて掲載しておりますので、予め内容をご確認ください。

（4） 利用期間中の当社が利用を許可した施設の管理並びに当該施設及び空港、駅その他の施設外エリアに対する迷惑の
防止、来場者の整理・安全確保、室内誘導及び盗難、事故防止等は、利用者が関係各所と連携の上、責任をもって行って
ください。

（5） 利用者は、来場者・関係従事者に人身事故その他の一切の迷惑が及ばないように常に万全の配慮を行ってください。

（6） 会場警備については、利用者の責任において、警備会社への委託又は警備責任者の配置を行い、交通整理、場内整理を
行ってください。

（7） 会場及び催物全般についての管理責任者を選任し、当社へ届け出てください。管理責任者は利用期間中常駐し、責任を
もって利用施設並びに催物等の管理を行って下さい（当該管理責任者は、原則として、別途「防災指針」に定める防火担当
責任者を兼務としてください。）

（8） 施設利用期間中に地震の発生及び警戒宣言が発令された場合には、当社の防災指針に沿った対策を講じてください。

（9） 利用者が持ち込んだ会場内の展示品・使用機器等については、利用者の責任により保管ください。

（10） 利用期間中の、電気・水道・ガス・圧縮空気設備の維持管理は、利用者において施工業者等を現場に配置し、万一事故が
発生しても即時対応できるようにしてください。また、利用終了後は必ずメインピット内の元栓を閉めてください。

（11） 利用者は、上記各号に定めるほか、条例・規則に基づく当社の指示に従ってください。

3-1 安全な催物の催行

3-2 損害賠償及び免責

9



(1) 施設の利用開始前及び催物終了時に、原状確認書に署名をしていただきます。利用開始前に原状確認書に署名され
なかった場合、利用者は、施設を良好な状態で受領したものと見なされます。

(2) 催物終了後は、利用許可に定められた利用期間内に施設を原状復旧してください。当該利用期間内に施設の原状復旧
が完了しない場合（利用期間を超えて施設を利用している場合を含む。）、当社に生ずる損害として、当該時間に
ついて、施設利用料金相当額をお支払いいただきます。また、当該利用期間内に施設の原状復旧が完了しないこと

（利用期間を超えて施設を利用していることを含む。）により他の利用者の利用を妨げた場合には、これにより生ずる
損害を賠償していただきます。また、原状確認書へ署名し利用期間が終了（利用許可の取消しによる場合を含みます。）
した後、施設内に残置された物は、所有権が放棄されたものとみなして撤去することができるものとします。当該
残置物により他の利用者の利用を妨げた場合には、その損害を賠償していただきます。当該残置された物の保管、
又は撤去、廃棄その他の処分に費用を要した場合には、利用者は、当社が当該撤去、廃棄その他の処分に係る請求書
を送付した後、直ちに当該請求書に記載の金額を当社に支払うものとします。

(3) 原状確認書に記載がある場合を除き、施設について、利用期間終了後に判明した損傷等は、当社に帰責性がある場合
を除き、利用者の負担において、当社が修復し、又は代替品の購入をするものとします。当社が当該修復又は購入に
係る請求書を送付した場合、利用者は、直ちに当該請求書に記載の金額を当社に支払うものとします。

本施設の利用に際しては、「施設利用方法」をご参照のうえ利用をご計画いただき、必要書類を当社へご提出ください。
また、必要書類の作成及び各種届出状況等の確認のため、打ち合わせの機会を設定させて頂きます。予めご了承ください。

4 利用に向けた打合せと必要書類の提出

5 原状復旧

（1） 当社の利用者に対する損害賠償額は、当社に故意若しくは過失がある場合又は本施設の管理に瑕疵がある場合を除き、
現実に当社が受領した施設利用料金相当額を上限とします。

（2） 当社は、当社に故意若しくは過失がある場合又は本施設の管理に瑕疵がある場合を除き、利用者の次に掲げる事項に
ついて一切の責任を負いません。

①天災地変、火災、疫病、事故、盗難その他当社の責任に帰することができない事由により生じた損害（疫病が蔓延して
いる状況において、当社の従業員又は委託先等の関係者に感染者が発生したことにより、施設の利用ができないこと
により生じた損害を含みます。）

②利用許可の取消しにより生じた利用者等の損害

③催物の催行に関して必要な許認可を欠いた結果、第三者に生じた損害

④利用者が送受信したメッセージ、データ、ファイル、コンテンツ、信号又は利用者が閲覧若しくは公開したサイト若しくは
コンテンツに伴う利用者又は第三者の損害

3-2-2 制限及び免責
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当社は個人情報の取扱指針（プライバシーポリシー）を定めています。指針の詳しい内容は、当社ウェブサイトにてご確認
ください。

「施設利用方法」等に掲げる内容を了承の上、「利用許可申請書」を提出してください。

愛知国際会議展示場株式会社
電話 0569-38-2364
Fax 0569-38-2371
住所　愛知県常滑市セントレア 5 丁目 10 番 1 号

7 個人情報の取扱指針

9 問合せ先

8 その他

本施設の利用に関する権利義務関係は、日本法に準拠します。また、当社が行った本施設を利用する権利に関する処分等
についての争訟は、日本の法律に従って行われることになります。

8-1 準拠法等

官公署等への申請又は届出の必要がある場合は、当社と相談の上、利用者が申請又は届出を行ってください。なお、以下で
は、現時点において当社が把握している主要な関係官公署への届出及び関係機関連絡先一覧を記載しておりますが、利用
者の責任おいて必要な届出及び連絡先をご確認ください。

6 関係官公署への届出及び関係機関連絡先一覧

届出先

常滑市消防本部

中部空港警察署

知多保健所

半田税務署

届出・申請内容

催物開催届・禁止行為解除申請等

催物開催届

飲食行為がある場合

興行場に該当する場合

酒類を販売する場合

連絡先

0569-35-8631

0569-38-0110

0562-32-6211

0569-21-3141
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10 当該施設の概要
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10 当該施設の概要
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10

別紙

愛愛知知県県国国際際展展示示場場  利利用用予予約約及及びび利利用用許許可可申申請請のの受受付付開開始始日日

愛知県国際展示場の利用予約及び利用許可申請の受付開始日は以下のとおりとなります。 

なお、利用許可を受けた場合は、利用規約に定める施設利用料金の事前支払いが必要となります。 

また、利用許可後及び施設利用料金支払後に利用を変更又は中止をした場合は各期日ごとの支払済み金額をキャ

ンセル料としていただき、ご返金は致しませんのでご注意ください。詳しくは利用規約 2-2 施設利用料金の支払

いをご参照ください。 

利用予約及び利用許可申請可能時期 

1 

半日、又は連日利用において、利用する展示ホールの面積と使用日数を乗じて得

た数が 120,000（㎡・日）以上の場合。 

なお、展示ホールの一部利用の場合に、計算に用いる数値は、貸出区分の各上限

面積を用いる。すなわち、展示ホール A については、8,000 ㎡と 5,000 ㎡、展示

ホール B～Fについては、6,000 ㎡と 3,000 ㎡を用いる。

なお、連続しない複数日数の利用は、1 利用とはみなしません。 

例 1）展⽰ホール B,C,D,E を全⾯利⽤（10,000 ㎡）で 3⽇間連⽇利⽤する場合：

10,000 ㎡×4 ホール×3⽇間＝120,000（㎡・⽇）

例 2）展⽰ホール B を全⾯利⽤（10,000 ㎡）で 12⽇間連⽇利⽤する場合：

10,000 ㎡×12⽇間＝120,000（㎡・⽇）

例 3）展⽰ホール A を 8000 ㎡の⼀部利⽤で 2.5⽇間と展⽰ホール B,C をそれぞ

れ 10,000 ㎡で 5⽇間の場合：

8,000 ㎡×2.5⽇間＋10,000 ㎡×2 ホール×5⽇間＝120,000（㎡・⽇）

3 年前から 

利用予約及び利用許可

申請可能 

（連日利用の場合はご

利用開始日から起算：

以下同じ） 

2 

上記1の場合を除き、半⽇、単⽇又は連⽇利⽤において、利⽤する展⽰ホール

の⾯積と使⽤⽇数を乗じて得た数が20,000（㎡・⽇）以上の場合。

なお、計算に⽤いる⽇数、⾯積の考え⽅は 1と同様とする。

2年前から 

利用予約及び利用許可

申請可能 

3 

・上記1及び2の場合を除き、半⽇、単⽇又は連⽇利⽤において、利⽤する展⽰

ホールの⾯積と使⽤⽇数を乗じて得た数が20,000（㎡・⽇）未満の場合。

なお、計算に⽤いる⽇数、⾯積の考え⽅は 1と同様とする。

・展⽰ホールの利⽤がなく、多⽬的利⽤地を 20,000 ㎡以上利⽤の場合。

1年前から 

利用予約及び利用許可

申請可能 

4 
上記1から3まで及び下記5以外の場合。 6か月前から利用予約

及び利用許可申請可能 

5 
展示ホール附室のみを利用の場合。 

なお、他展示ホール利用許可後の追加利用であっても同様とする。 

1か月前から利用予約

及び利用許可申請可能 

※愛知県その他公共団体が主催する催事及び国際的な催事等についてはこの限りではありません。

※毎年継続して開催する催事の２年目・３年目に係る利用予約及び利用許可申請については、上記にかかわらず、

１年目に係る利用予約及び利用許可申請が可能となる時期から予約及び申請が可能となります。

※利用許可申請が可能となった施設と同じ催事で利用する他施設の利用予約及び利用許可申請は、５の展示ホー

ルの附室のみの利用を除き、同じ時期に可能になります。


